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1１

ドイツ民主共和国における授業理論の検討（Ⅱ）

諸岡 康哉

義社会の一層の発展のために，青少年に高度な

科学的知識や技能の獲得を保証するものでなけ

ればならない。この点で，とくに授業が社会主

義的陶冶・訓育の主要領域としての位置を占め

るものであるとされる。

・第２に，この会議においては，教育政策と教

育学にとって不可欠な基本的立場として〆学校

と生活との結合Ｌ授業と生産労働・身体訓練と

の結合，科学性と党派性の統一，陶冶と訓育の

統一，そして，統一性の原理が確認された。

第３には，国民教育を構成するあらゆる部分

を持続的に発展させるとともに，今なお存在す

る不均衡を克服することによって国.民教育の計

画的な全体的な'発展をおし進めることが要求さ

れた。そしてそれは，新指導要領にもとづく教

科課程（1966年より移行，1971年に完了），お

よび「国民教育のさらなる発展のための課題設

定」（1966年）を全面的に実現していくことに

よって達成されるのである。とりわけ，新指導

要領は長期間にわたる陶冶と訓育の科学的基礎

を形成するものであり，７０年代の学校教育の発

展の内実は，この指導要領にある諸目標がどの

ように実現されるかにかかっているとさえいわ

れる。

第４には，こういった諸課題は，すべての社

会的諸勢力が課題克服のために積極的に参加し

てくる場合にはじめて解決されるということで

ある。すなわち，青少年のI教育は，社会主義社

会を発展的に形成していく労働者の壜活動に十分

くゑこまれたけ才しばならないし，そうすること

によってますます学校が労働者階級や両親や社

会的な諸組織の直接的な関心事となってくるの

である。

[まじめに

社会主義国であるドイツ民主共和国（DDR）

においては，資本主義国とは異なり，教授学研

究を含めて，教育学研究全体の方向が意図的・

計画的に確定され，それに合致した研究が精力

的に推進されている。

７０年代のＤＤＲの教育学研究の方向は，ほぼ

1970年の第７回教育｢会議（Ⅷ､Padagogischen

Kongreβ)において定められている。この会議

は，「われわれはレーニンの精神で教え，そし

て学ぶ」という主題をかかげて開催され，１９６５

年の「統一的な社会主義教育制度についての法

律」（Gesetziiberdaseinlleitlichesozialis‐

tischeBildungssystem）施行｡以後のＤＤＲの学

校の発展についての包括的な総括が行われた。

それと同時に，７０年代にすべての教育者が陶冶

と訓育の領域で成しとげな》ければならない課題

を提起した。この意味で，第７回教育会議は７０

年代の学校の発展の「里程標石」であったとい

われている。

ここで即概略的ではあるが，この会議でどの

ようなことが確認されたのかをまとめ:，ＤＤＲ

の授業理論の背景を理解していく上での参考に

したい。①

まず第１に，この会議においては，社会主義

社会での学校の機能が正確に規定された。すな

わち，学校とは労働者，農民，及びその他の勤

労者の権力,を確固たるものにし，社会主義社会

の発展を支えるものであると。したがって，学

校は，青少年たちに対して，労働者階級のイデ

オロギー'的,口組織的，教育的影響力を確かなも

のにしなければならない。一方，学校は社会主
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求するためには，別々に考察することは原則と

して必要な場合がある。しかし，そういった場

合には，しばしば陶冶と訓育の「客観的なつな

がりが軽視されてしまう危険性が大きいのだ

し，また，実践的行為を導くさいには，そのよ

うな特殊な側面をとりだすことは適切ではな

い。教育学的行為においては，陶冶と訓育とは

常に複雑にから承合って進行しているものだか

ら」である。④

したがって，教育学の一部門である教授学研

究においても，こういったことは要求されてく

る。教授学は，陶冶と訓育との統一という観点

から教授＝学習の一般的理論を明らかにするの

であり，けっして「陶冶」の理論なのではな

い。教授＝学習過程が生じる授業においては，

陶冶の観点からだけではなく，そこでは常に，

陶冶と訓育との過程がどのようにして呼びおこ

され，統一されるかといったこと，つまり訓育

に関する問題も同時にとりあげられなければな

らない。

ところで，クリンクペルクによれば，授業は

陶冶と訓育の主要領域であると規定されてい

る。この場合には，次の二点にわたって重要な

意味がこめられているのである。

まず第１に，「陶冶と訓育の」といういい方

にこめられている意味である。一般に授業は，

教授一学習過程であるとか，教師による教材の

伝達，子どもによるそれの学習であるといわれ

る。－もとより，授業の問題はそういったこと

と密接に関連しているが－しかし，授業の本来

的な問題は，教授と学習によってどのような人

格形成作用が，つまり，陶冶と訓育の過程がど

のようによびおこされるか，という点にあるの

である。

教授と学習によって子どもの全人格がとらえ

られないならば，また，単になにか力:習得され

るだけ７thらぱ，授業は決して教育学的な出来事

とはならない。それは，平板にすべてのことが

経過するが，しかし本質的なもの，すなわち，

「人格の内的運動」がひきおこされない形式的

な授業時間にしかすぎないのである。このよう

おおまかには，以上のことがこの会議の内容

であるが，こういったことを実現するために

は，教育科学の研究がさらに質的に深められた。

ければならない。それを裏づけるものとして，

従来の教育研究組織の中核を占めていたＤＰＺ

(DeutscheHidagogischeZentralinstitut）を

発展的に解消し，1970年９月にＡＰＷ（Akade‐

miedermdagogischenWissenschaft）が新

たに組織されることになったのである。ＡＰＷ

の設立は，教育学研究に科学組織の新しい質を

ともなった局面をきり開いたと評価されてい

る。

以上，ＤＤＲの70年代の教育学･教授学研究

の状況をふまえて，本論では，ＤＤＲの代表的

教授学研究者であるポツダム大学のＬ・クリン

クベルク（LK1mgberg）の授業理論をとりあ

げ，その特質を明らかにして承ようと思う。②

「『

Ｉ授業の本質

１陶冶と訓育の主要領域としての授業

ＤＤＲの教育学研究を最もよく特徴づけてい

ることは，すべての教育現象を陶冶と訓育の統

一という観点から考察していることである。こ

ういった観点は次のようなとらえ方から出発し

ている。「すなわち，人間は発達し，活動の中

で，また活動を通して陶冶され，訓育されるも

のである｡活動することそれ自体が具体的なも

のと道徳的なものとの統一を形づくり，活動す

ることによって仕事の能力と人間の人格におけ

る倫理的態度の統一が条件づけられるかぎり，

陶冶と訓育もまた，統一されたものとして把握

される.…･…･具体的な知識や能力が同時に伝達

され，同時に，モラルとか道徳的態度が発展さ

せられるのである」③つまり，陶冶がなされ

るところでは，どこでも訓育が，逆に訓育がな

されるところでは常に陶冶作用がおこなわれて

いることが確認されている。こういった認識に

たてば，教育学の学問体系においても，教育学

をもっぱら「陶冶の理論」と「訓育の理論」と

に二大別することは目的にかなったことではな

い。なるほど陶冶と訓育との統一を科学的仁追
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に「陶冶と訓育の」といういい方には〆なによ

りも授業が人格形成作用をおびたものである

し，そのように構成されねばならないというこ

とを意味しているのである。

第２に，授業は陶冶と訓育の主要領域である

といわれる場合，「主要領域」が何を意味する

のかということである。

もとより，陶冶と訓育は授業や学校だけに限

定されない社会的な現象である。学校はもちろ

んのこと，家庭や就学前教育においても，また

生産企業体や青少年組織などにおいても貫徹し
●●

ている。さらに陶冶と訓育は異なった領域にお

いて行なわれるだけでなく，異なった形態にお

いても行なわれるのである。就学前の教育では

学習と結びついた遊びが，学校では授業やクラ

ブという組織形態のなかでの労働・学習が，青

少年組織では政治的・社会的活動が，生産企業

体では多様な学習活動と結びついた労働が，主

導的に陶冶・訓育作用を生糸だしている。さら

に今日では，コミュニケーション手段や世論

（たとえばそれに支持された社会的諸規範）は

大きな影響力をもつ陶冶。訓育作用の要素とな

ってきている。

このように，陶冶と訓育のあらわれ方は実に

多種多様であり，その領域も多くのものが数え

あげられる。しかし，そういったなかにあって

授業が「主要領域」として位置づけられている

のは，なによりも，成長しつつある人間に作用

をおよぼす陶冶・訓育の諸過程全体において授

業が指導的役割をはたすととらえられているか

らなのである。

陶冶･訓育のプロセスは,とりわけ授業におい

て集中的に(いわば濃縮されて)生起するのであ

り，それは学級教授組織（K1assenunterrichts‐

system）として高度に組織化され，教科課程

（Lehrpan）として計画されているからなので

ある。

２ＤＤＲにおける授業のメルクマール

クリンクベルクによれば，ＤＤＲの授業を特

徴づけているメルクマールとして次の６点があ

げられる。それぞれのメルクマールを慨視して

承よう。

まず第１にあげられるメルクマールは，授業

が社会的な性格，すなわち階級的性格をもつと

いうことである。

学校全体のはたす役割がそうであるように，

授業もまた労働者階級の政治的権力の重要な手

段としてとらえられる。社会主義社会は様々な

やり方で青少年の発達に影響を及ぼし，すべて

の子どもたちを全面的に陶冶され，責任自覚的

に行動する人格にまで教育しようとする。その

ことは，すべての人間の創造的な能力を全面的

に形成しようとするヒューマニズム的な努力と

創造的に活動する人間こそが社会の最も重要な

生産力であるとの認識が基礎となっている。そ

して，授業の科学的水準と訓育的影響力を不断

に高めることに社会主義社会はもっとも強い関

心をよせているのである。こういったことは，

1971年に開催されたＳＥＤの第８回党大会にお

けるＥ・ホネッカーの次のことばに明確に示さ

れている。「学校は科学的で党派的な授業によ

って，若い世代に高度な一般陶冶と効果的な社

会主義的訓育を達成しなければならない。学校

は，青少年を社会主義社会における生活や労働

にむけて準備させ，彼らに質の高い専門的な労

働者となる責任をもたせなくてはならないので

ある」と。

授業を特徴づける第２のメルクマールは，授

業を生産労働と密接に結合させていくことであ

る。

授業を生産労働と結合させることは，一方に

おいて，専門教科の授業を強化するためであ

り，他方，生徒が生産労働を意識的・創造的・

知的に遂行することができるように教育するた

めである。生徒の実践的な活動は，一般的な知

識を獲得・深化し，それらを具体化・多様化し

ていくための経験や練習の場となる。この意味

において，授業を生産労働と結合させること

は，知的能力・技能を発達させるうえで重要と

なってくるのである。とくにこういった結合

は，総合技術的な授業のなかで実現される。

授業の第３のメルクマールは，高度な科学的
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それらを指摘している。

第１には，教師の人格にゑられる゜教師が示

すＤＤＲや労働者I階L級に味方する手本や模範，

教育者の人格として生徒に与える影響のなかに

訓育作用は生じる。

第２には，陶冶財・教材の中にふいだされ

る。教材には多かれ少なかれ，あるいは潜在化

されていたり，顕在化されていたりして，訓育

的な可能性が存在しているのである。教材に

は，たとえば，科学的真実の訓育力，芸術的価

値，政治的・道徳的な関係，情緒的作用といっ

たものが含承こまれているからである。このこ

とから，指導要領によって確定されている教材

は，イデオロギー的な中心点にもとづいて選択

され，配列されてもいるのである。

第３の訓育作用は，授業を現実と，すなわち

社会主義建設のための政治的・経済的・文化的

なl課題や問題と結びつけることによって生じて

くる。すぐれた教師は，授業を生活や現実に接

近させることによって，生徒たちに学校のため

に学ぶのではなく，社会主義社会での自分の生

活のために学ぶのだということを理解させるの

に成功している。

第４の授業における訓育作用は，授業の組織

化全体において生じる。とりわけ，生徒の学習

や労働を組織化することに訓育作用が承られ

る。たとえば，学習においては，集中性汀誠実

性，批判能力などが，労働においては，労働や

労働者に対する尊敬の念，困難の克服，集団性

などといった訓育的作用・可能性があげられよ

う。

ところで，今までのべてきたことから明らか

なように，陶冶と訓育の関係の客観性は，一定

の訓育作用が自動的に生じるということを意味

するのではない。なるほど授業において訓育作

用は常に生じてくるけれども，その作用の傾向

およびその強さの程度は教師の意識的・教育的

な活動におおいに依存しているのである。

次に授業の第４のメルクマールは，授業が教

師と生徒との共同で行われる目標志向的・意識

的な活動であるということである。

陶冶と階級的な社会主義的訓育との統一，つま

り，科学性と党派性(ParteiliChkeit）との統一

である。

授業の科学性は，教材の科学性，科学的に基

礎づけられた授業指導，および生徒が科学的に

研究するための方法の伝達という側面にあらわ

れてくるが，こういった授業の科学性の問題

は，陶冶と訓育の統一と密接に関連している。

われわれが授業について考える場合は，通常

使われる「教えること」（unterrichten）以上の

ことを含めている。つまり，授業をとらえる場

合,常に訓育的な授業(erziehendeUnterriCht）

を念頭においているのであり，そうすることに

よって，訓育が授業に内在している機能である

ことを確認しているのである。

陶冶と訓育の関係は客観的な合法則性にもと

づいている。教師が教室に，いや校庭に足をふ

ゑ入れるやいなやこの法則は作用しはじめる。

たとえ，教師がその法則を意識しようとしまい

とにかかわらずにである。したがって，陶冶と

訓育とを統一する法則は，すべての授業におい

て有効であり，また一定の社会体制にだけ限定

されて生じるものでもない。ブルシヨワ学校に

おける授業もまた，訓育的な授業なのである。

問題なのは，授業における訓育作用がいかなる

種類のものであるのか，そしてどの程度の強さ

であらわれてくるのかということである。授業

の訓育作用はなるほどいかなる場合にでも存在

するが，それは肯定的仁か否定的にか，あるい

は進歩的仁か保守的仁かのいずれかに位置づけ

られて生じてくるのである。

したがって，ＤＤＲの教師は，この法則を意

識的かつ計画的に用いることによって，社会主

義的訓育に貢献しようとするのである。教師の

社会や子どもに対する責任は，こういった授業

における訓育可能性や訓育作用を最大限にひき

だし，利用し，そうすることによって社会主義

的訓育を実り豊かにすることにあるといえる。

ところで，今のべた授業における訓育可能性

・訓育作用はとくにどういった諸点にふいださ

れるのか。クリンクベルクは次の４点において
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授業の概念は教師の活動である教授だけに還

元されて理解されてはならない。授業は常に教

師の活動と生徒の活動とを統一することによっ

て成立するのである。教師は生徒の学習を代わ

って行うことはできない。生徒は常に自分自身

で学習しなければならないのである。したがっ

て教師は，授業を指導する場合には，どのよう

な手段や方法によって，生徒自らが活動するの

か，また，生徒が十分集中して授業に参加する

だけでなく，生徒の活動によってどう授業を共

同的に構成できるのかといった問題から出発す

るのである。ＤＤＲの学校においては，生徒は

授業作用の客体なのではなく，授業を共に構成

していく力なのであり，陶冶・訓育過程の主な

のだととらえられているのである。

授業の第５のメルクマールは，授業が計画的

・体系的におこなわれるということである。こ

れはあえていうまでもなく，自明の事柄ではあ

るが，授業からその計画的・体系的な性格をと

り去り，授業の組織法を破壊し，終局的には授

業を生徒の主観的・個人的な興味や性向に基礎

づけてしまう傾向や試承は授業の歴史の上にお

いて存在していたし，今日もまた存在している

のである。こういった傾向は，「生活接近」を

実利主義的・プラグマティズム的にとらえた

り，また，子どもに従うということを主観主義

的・心理主義的にとらえることによってしばし

ば生じてくるのである。

ＤＤＲの学校では授業を学級教授組織にもと

づいておこなっているが，このことは授業の計

画性・体系性にかかわっているのである。

学級教授組織による授業は，年令にもとづく

学級編成，学年にもとづく活動計画，義務的な

教科課程・時間割，授業組織の基本形態として

の授業時間，教科による授業，つまり教科課程

にもとづいた計画的な陶冶・訓育活動，すべて

の教育力の体系的な結合といったことを特質と

しているのである。

第６のメルクマールは，授業がすべての生徒

に統一的な一般的な要求（それは教科課程に定

められている）にもとづいて行われるというこ

とである。そして，このことに結びついて授業

過程での生徒に対する個別的接近の原理がとら

えられているのである。したがって，教授学的

原理である「授業における統一性と個別化」で

は，「統一性」が主導的役割をはたしているの

である。

ここで授業の統一性とは次のことを意味して

いる。

。授業は，一般的・義務的な教科課程と時間

割にもとづいておこなわれる。

。教師はすべての生徒が授業のなかでほぼ等

しい進歩を保障されるやり方で学習過程を

組織する。

。教師は一定年令のすべての生徒に適用され

る規準に従って，生徒の学力や行動を点検

…評価する。

しかし，こういった統一性の原理は決して授

業過程における部分的な個別化を排除するもの

ではない。逆に，授業過程でうまく個別化を行

うことによって授業の統一性が保障されること

もあるのである。個別化には，学校制度にかか

わる外的個別化と教授学的・方法的な内的個別

化がある。後者の場合には生徒の落第を防止

し，すべての生徒に高い学力をつけることを目

的として，たとえば，授業のなかで二，三の生

徒に個別的な課題を出すこと，個人的に宿題を

課すこと，グループ学習，プログラム学習をと

り入れることなどが含まれる。

第７のメルクマールは，授業が一定の法則性

にもとづいた客観的な社会過程であるというこ

とである。授業には様々な科学の法則，すなわ

ち，訓育論的・教授学的・方法論的なものから

論理的・認識論的・心理学的・医学一衛生的…

……な諸法則が層をなして重なっているのであ

る。したがって教師は授業の内容，方法にわた

って恐意的な構成が許されない。たとえ授業の

プロセスが教師と生徒とによって主体的に実現

されているとしても，それは授業の性格を規定

する社会的ならびに教育学的諸条件に応じて合

法則的に行われているのである。

授業のプロセスは，教師が授業における法則
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階」モデルに代表されるように，すべての教科

に妥当する形式として要請され，教科教授学と

まったく統一されていたのである。それぞれの

教科教授学にとって独自な学問論的問題設定は

ほとんど行われていなかった。

第２の段階では，とくに教科教授学を科学的

な教育学の部門として確立していく努力があら

われる。一般教授学と教科教授学との関係は，

いまや「一般」と「特殊」の関係においては十

分とらえられないし，教科教授学の問題設定は

一般教授学の立場を各教科へ適用することに還

元することはできない。

教授理論の領域でも，明瞭な分化があらわれ

てくる。この分化の過程は，かなり教育外的契

機によって規定される。とくに専門諸科学の急

速な発達）新しい科学的問題設定の教育学への

浸透（数学・サイバネティクス・発見学など）

とによって決定されるのである。教科教授学が

相対的に独自な教育学部門として確立してくる

この過程は，必然的であり，それは確かに教育

科学を豊かに発展させる。しかし，同時に，こ

の段階では一般教授学と教科教授学とが「分離
●●●●●●●●●●●●

発達」し，共通の教育学＝教授学的基礎ｶﾐ無視

される危険性も生承だしてくる。クリンクベル

クは，現在の状況がこの段階にあたるとしてい

る。

次に，一般教授学と教科教授学との関係は，

両者の統一がより高いレベルで再び達成される

第３の段階にいたる。ここでは，各教科教授学

がその独自な面を発達させながら，一方におい

て，多くの共通性，普遍的な認識や課題などに

よって，一般教授学との結合が以前よりいっそ

う強固になされるのである。このような高いレ

ベルでの統一(同一化ではない)は教育科学の発

展にも承られる統合化現象から生じるともいえ

る。各教科において，共通的・基礎的なもの・

人間の教育にとって基礎的なものが教授活動の

中心におかれることの必然性はますます増大し
●●●●●●●●

てくるのである。たとえば，創造的活動の能力

という問題は，すべての教科教授学の観点から

中心的に必要な問題となってくるのである。す

性を考慮する場合仁の承十分な最大限の効果を

あげることができるのである。この点に教師の

創造的な活動の場が存在することになる。すな

わち，教師の教授学的自由は，教授学的必然性

の洞察のなかに，客観的諸条件の中から多くの

方法的変数（目標，教材，生徒，組織）を選択

することのなかに，さらにまた，授業の法則性

が肯定的，最適に作用する諸条件を創造するこ

とのなかにあるのである。

Ｉ授業理論としての教授学

１教授学の概念と対象

「教授学」（Didaktik）という言葉は，ギリシ

ャ語のDidactosから派生してきている。歴史

的に承るなら，教授学は「教授の学」（Lehre

vonLehren)，「正しく教授するための理論」

(TheoriedesrichtigenLehrens）として発展

してきた。コメニウスは，『大教授学』の中で

教授学を教授の技法として特色づけている。

教授（および学習）は授業の中でとりわけ集

中的に明確にあらわれるので，教授学のことを

授業の学ないしは授業理論ともよぶのである。

ところで，教授学だけが授業を対象とする教

育学の部門なのではない。授業を対象とするの

は教授学のほかに，とくに教科教授学（Unter‐

richtsmethodik)，たとえば数学や国語の教科

教授学が関与している。

しかし，個々の教科教授学はその教科の特殊

な観点から授業の問題を研究するのに対し，教

授学の対象は一般的な性格をもつものである。

つまり，教授学は個々の教科の特殊性を留保

し，授業一般における教授と学習とにふられる

法則を研究しようとするのである。

ただ，教授学と教科教授学の関係はクリンク

ペルクによれば，次の三つの発展段階に区分さ

れる。

すなわち，第１の段階においては，一般教授

学と教科教授学とが密接に結合されていた。そ

こでは，教科教授学はもっぱら一般教授学諸原

理の応用・適用としてとらえられていた。一般

教授学は，たとえぱへルパルト学派の「形式段
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●●●●●●

べての教科における普遍的な，教科をこえた諸

課題は，ますます重要となり，それとともに授

業の-一般的意義も増大してくる。一般教授学

は，ただ教科教授学の基礎であるだけでなく，
●●●●

真の統合部門としてあらたに発展してくるので

ある。そこでは教科教授学の特殊な問題設定

が，教科をこえたすべてに妥当する特質の点で

解明されてくるわけである。

このようにふるならば，現在は第２の段階に

位置しており，そこでは一般教授学と教科教授

学との分離，共通の教育学的基礎の欠落という

危険が存在している。したがって，われわれの

課題は，第三の段階，つまり授業の一般理論を

つくり出していくこと，授業における諸問題を

教科をこえて究明していくことにあるといえよ

う。

ところで，教授学は授業を対象とするとのべ

たが，授業におけるすべての教育過程が教授学

的性格をしったものではない。教授学は教授と

学習における合法則的諸関連を究明するわけで
●●

あり，この限りにおいて教授学は陶冶の過程と

より密接に結びついているのである。授業では

周知のとおり，訓育（狭い意味での）の過程も

重要な役割をはたしているが，この過程は主要

には訓育理論によって究明される。

さらに教授学の対象は，他の観点からふるな

らば，授業にだけ包摂されるものではない。学

校の授業以外にも教授と学習の多様な過程は存

在している｡たとえば,幼稚園においては授業の

原初的形態ともいうべき教授学的遊び（didak‐

tischeSpiel）を設いだすことができる。また，

全日教育（ganztatigeErziehung）では，教授

学的視野が広げられる。そこでは，授業での学

習と授業外での学習が正しく結合されるのであ

る。こういった教授や学習の過程や形態は当然

教授学の対象領域となるのである。

このように教授学の対象をふてくると，教授

学的な問題設定の広がりは，第二の方向を呈し

てくる。つまり，学校や伝統的な授業をこえて

の学習の意義が増大してくるということであ

る。

科学の発展やそれにともなうすべての領域で

の科学的認識の増大は，学校や教育学に新しい

複雑な問題をなげかけた。科学的認識の爆発的

な増大や社会生活の主領域での労働が科学的に

遂行されることは，労働と学習との統一を要請

してくるのである。労働と学習との統一は，授

業と生産労働を結合させること，自己学習能力

をつげていくことｊ学習や労働に対するかまえ

や習慣を形成していくことなどを通して多様な

観点から行われなければならない。かつては，

一般的にいって学習と労働は明確に区分されて

いた。つまり，学校では学習し，職場では労働

するというように。しかし，学習が学校にいる

期間だけのものでなくなってきた現代において

は学校の機能も変更をせまられてきているので
●●●●●●●

ある。教授学的１こふれば，学習を教授する，す

なわち，知的活動の方法や技術を伝達し，自己

思考や自己労働の能力を発展させることが重要

な問題となってきているわけである。

したがって教授学は，自己学習の方法の基礎

をつくり出すことだけでは十分でなく，それと

共に「自己教授」（Selbstunterricht）の理論的

基礎を発展させなければならないのである。こ

の二つの方向の中に，教授学の対象を新しく規

定し，伝統的な偏狭さを克服するという重要な

発展傾向をゑいだすことができる。

２教授学の隣接諸科学に対する関係

教授学は教育学の－部門であるが，とくにそ

の中でも訓育理論と密接に結びついている。す

でに述べたように，教授学は授業内外の教授・

学習過程を研究するのに対し，訓育理論は，子

どもの人格の形成，かまえや確信・行動様式の

形成も研究の中心においている。しかし，授業

は陶冶と訓育の主要領域であることから教授学

と訓育理論とは密接に結びつくのである。教師

は教授を科学的・効果的に行うためには，教授

学やそれぞれの教科教授学ではなく，訓育の理

論にも精通していることが必要なのである。

さらに教授学は，認識論および心理学と直接

的な「隣接関係」にある。

科学的な概念，判断，推論を教育していくこ
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れることはないということである。

３教授学の研究課題

教授学の課題は，一言でいえば教授・学習の

一般的合法則性（とくに授業の教授・学習）を

研究し，そうすることによって，教師の教授活

動を理論的・科学的に確かにする基礎をつくり

だす。その場合に，教授学はすでに述べた教育

の他の諸部門や他の科学の成果に依拠するので

ある。

教授学はとくにすぐれた授業実践での経験を

一般化することによって教授学的現象を体系化

しようとする。この点では，教授学は「授業理

論」であるといえる。しかし，実践を展開して

いる教師は，教授学のカテゴリー（法則・原理

・教授形態など）を体系的に整理することだけ

でなく，自分の教授活動の実際的な指導を教授

学に求めているのである。

したがって教授学は教授技術（Kunst）を解

明しなければならなくなり，この点では教授学

は「授業学」（Uilterrichtslehre）なのである。

さらに教授学は，他の諸科学との共同作業に

よって陶冶財（教材）の選択，範囲，およびそ

の構造について基礎的な原則をつくり出さねば

ならない。したがって教授学には教科課程の問

題，すなわち教科理論（Lehrplantheorie）が含

まれることになる。

また教授学の最も重要な課題は授業過程の合

法則性を究明することであるが，授業過程で認

識された合法則性は教授学の原理・規則（Pri‐

nzip,Regel）という形であらわされることにな

る。

教授学が課題としなければならない領域で現

実的な意味をもってくるのは効果的な授業方法

(UnterriChtsmethoden)の究明である。授業の

方法論は，現在，科学的に研究されるべき点を

多くもっているが，その中でも特に重要とされ

るのは，組織形態(OrganisatorischeFormen）

の問題である。つまり，どのような組織形態に

おいて教授と学習（授業および授業外での）が

おこなわれ，さらに，どのような教授形態がひ

きつがれ，発展させられてきているのか，そし

とはなによりも論理学的・認識論的法則を基礎

として成立しているのであり，そういった諸法

則は，授業を構成していく場合においても有効

となってくる。帰納一演訳，分析一総合などと

いった論理学的なとり扱いや思考操作を行うた

めには，論理学的・認識論的法則が基礎になけ

ればならないし，授業の課題の一つは，そうい

った論理的・弁証法的な思考へと生徒を導びく

ことにあるからである。

一方，心理学も教授学および実践的な教授活

動にとって重要な役割をはたす。教育心理学は

心理過程としての学習や教師一生徒の心理的ア

スペクトでの関係，さらに成績や生徒の評価と

いった問題を究明する。また発達心理学は，教

授が生徒の人格発達全体に強い作用をおよぼす

という点から教授学と密接に結びついてくる。

授業における生徒の陶冶財や社会の要求との能

動的な対決の過程で，知的・道徳的なわくぐゑ

が決定的なものになるからである。

次に，教授学はサイバネティクス（Kybeme‐

tik）と重要な関係をもつ。サイバネティクスに

おけるシステム論的側面は教授学の体系的諸関

連を深く究明するし，情報理論や制御理論はプ

ログラム学習やその他の教授学的問題設定に対

して重要な役割をはたしているものである。

最後に，発見学(Heuristik）と教授学との関

係である。一般的に発見学は，知的・創造的活

動を合理化し，思考作業の過程を効果的なもの

にしていく学問である。が，教授学との関係に

おいては次の二つの側面から密接に結びつろて

くるのである。つまり，第１には，創造的であ

ること，創造的な労働能力を形成することが本

質的な教育目標のひとつであるという点におい

て。第２には，授業過程そのものが創造的な過

程，教師と生徒との創造的なであいの過程であ

るという点においてである。

このように，教授学は他の諸科学と関連をも

ち，それらから一定の問題を提起される。しか

し明らかにしておかなければならないことは，

そうすることによって，教授学の世界観的，方

法論的基礎が他の諸科学によってとって代わら
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て，どのようなものが新しく発展させられねば

ならないかということを究明しなければならな

い。

Didaktik，1973，主として第１章DasWesen

desUnterichtsindersozialistischenSchule

derDDRunddieAufgabenderA11gemeinen

DidaktikalsTheoriedesUnterrichtsを参考と
した。
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